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高原町 
 

 

 

あああああああ※自治会への加入のお願い※あああああ あ  
高原町には、自治会組織として「区・班」があります。自治会は、町

民の交流・親睦を促進するさまざまな活動を行うとともに、まちづくり

において重要な役割を果たしています。 

 高原町では、町民の皆さん同士が協力しながら、安心して地域生活を

送ることができるよう、自治会への加入をお願いしております。 

 

あああああああ ※自治会に加入するには※あああああああ 
自治会に加入するには、「班加入連絡表」に必要事項を記入し、あなた

が居住する自治会の「班長」に提出ください。 

 あなたが居住する地区の区長・班長がわからないとき、または自治会に

関して御不明な点等がある場合は、総務課行政係までお問い合わせくださ

い。 

 

ああああああ        あお問合せ先       あああああああ 

 高原町 総務課 行政係  

〒889－4492 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地 

電 話 0984－42－2112 

ＦＡｘ 0984－42－4623 

Ｅメール soumu@town.takaharu.lg.jp 
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衆議院議員総選挙投票日等のお知らせ 
◎投票日当日について 

 ●投 票 日 令和６年 10月 27日（日） 

 ●投票時間 午前７時から午後６時 

 ●投票場所 町内 17箇所の投票所 

 ●防災行政無線放送 

   投票日当日は午前 10 時、午後３時に防災行政無線にて投票日等のお知ら

せを行います。 

 ●入場券の発送 

   入場券は令和６年 10月９日（水）に発送しています。 

   当日、入場券を忘れた場合は、投票所で氏名、住所、生年月日等を確認の

うえ投票できます。 

 

◎期日前投票制度について 

 ●投票日当日にご都合のつかない方は、期日前投票制度をご利用ください。 

 ●期日前投票のできる期間 

   令和６年 10月 16日（水）から令和６年 10月 26日（土） 

 ●期日前投票時間 

   午前８時 30分から午後８時 

 ●期日前投票場所 

   高原町役場１階第２会議室（高原町民体育館分館側入口 建設水道課前） 

 ●期日前投票用紙請求書兼宣誓書 

   入場券の裏面に掲載の様式を記入のうえ持参いただくと受付が通常より

早く終わります。 

問 選挙管理委員会 担当：今西 光大（いまにし みつひろ）☎0984-42-2112 
 

マイナンバーカード（個人番号カード）申請・交付 

休日窓口開設のお知らせ 
仕事や学業などで、平日に窓口へ来られない方のために、下記の日程で休日の

窓口開設を実施いたします。 

まだ申請や受取りをされていない方は、この機会に利用しましょう！   

【10月の休日開庁】※事前予約が必要 

日 時：令和６年 10月 27日（日） 

 午前８時 30分～午後４時 30分まで（正午～午後１時を除く。） 

※記事の内容については、各課等へお問い合わせください。 

※町ホームページからもダウンロードできます。https://www.town.takaharu.lg.jp 

役場からのお知らせ №154 

9 

 

 

 

 

 



2 

 

 場 所：庁舎１階 町民課住民係 

予約締切日：令和６年 10月 23日（水）午後５時まで 

 ※定員になり次第、予約を締め切らせていただきます。 

【注意事項】 

●休日開庁については予約制ですので、必ず事前に御連絡ください。事前予約が０

件の場合、開庁いたしません。 

●窓口ではマイナンバーカードに関する手続きのみ受付けます。各種証明書の発行

や住民異動届は受付けできません。 

●正面玄関は施錠されているため、役場西側（小学校側）からお入りください。 

●15歳未満の方の手続きは、法定代理人の付き添いが必要です。本町のシステム

にて同一世帯の続柄が確認できない場合は、法定代理人と本人の関係を確認で

きる戸籍謄本が必要となります。 

問 町民課 担当：德井 美由希（とくい みゆき）☎0984-42-1067 
 

令和６年度住民税非課税化世帯給付金及び 

こども加算給付金の支給について（再周知） 
 高原町では、エネルギー・食料品価格等の物価高騰により、家計への影響が大

きい世帯の生活を支援するため、令和６年度新たに住民税非課税となる世帯に給

付金を支給しています。 

 支給対象世帯には７月に『支給のお知らせ』または『確認書』を発送していま

すが、申請手続きが必要な世帯については、申請書の提出期限が令和６年 10 月

31日（木）となっていますのでご留意ください。 

※７月に『支給のお知らせ』または『確認書』が届いている世帯については、支

給済みのため手続き等の必要はありません。 

 

１ 支給対象 

基準日（令和６年６月３日）時点で高原町に住民登録があり世帯全員の令和６

年度住民税が、非課税の方で構成される世帯 

※ただし、令和５年度に非課税世帯への７万円給付または均等割のみ課税世帯へ

の 10万円給付の対象となっていた世帯（給付金受給の有無は問わない）は“給

付対象外”です。未申請や辞退された世帯も含まれます。また、世帯全員が令

和６年度の住民税が課税されている方の扶養親族等である世帯についても対

象外となります。 

 

２ 支給額 

１世帯あたり１０万円 

※こども加算がある場合、基準日において同一世帯となっている 18 歳以下の

児童 1人あたり５万円 

 『こども加算』の加算対象となる児童の範囲】 

本給付金の支給対象となる住民税非課税世帯のうち、基準日（令和６年６月

３日）時点において、同一世帯となっている 18 歳以下の児童（平成 18 年４
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月２日生まれ以降の児童） 

 

３ 手続き等が必要となる可能性がある世帯 

上記『１ 支給対象』の要件を満たし、下記に該当する場合等は給付金の対象

となる可能性があります。お問い合わせの上、支給対象となる場合は、申請書

をご提出ください。 

 ・令和６年度の住民税の賦課期日（令和６年１月１日）の翌日以降に町外から

転入してきた方がいる世帯 

 ・基準日（令和６年６月３日）以降に令和６年度の住民税申告の修正手続きを

行った方がいる世帯 

 

 ご不明な点等ございましたら下記までお問い合わせください。 

問 福祉課 担当：黒木 智也（くろき ともや） ☎0984-21-2422 
 

高原町在宅寝たきり老人等寝具洗濯乾燥消毒サービス事業の御案内 

本町では、在宅で寝たきりの高齢者の方等が清潔で快適な生活を保持できるよ

うに支援するとともに、介護者の負担の軽減を図るために、在宅寝たきり老人等

寝具洗濯乾燥消毒サービス事業を年に２回実施しております。 

利用を希望される対象の方は下記のとおり申請ください。 

●利用対象者 

①身体の障がい及び疾病等の理由により寝たきりであるおおむね 65歳以上の 

高齢者 

②75歳以上の一人暮らし又は二人暮らし高齢者 

※②に該当される方は、年に１度の利用となりますので、８月の第１回実施の

際に利用されていない方に限ります。 

●寝具の種類 

原則、掛け布団・敷き布団・毛布各１枚ずつ 

●利 用 料                      

１，０００円 

●実施予定日                    

 寝具回収日：令和６年 11月 21日（木）、納品日：令和６年 11月 28日（木） 

●申 請 期 間 

 令和６年 10月 15日（火）～令和６年 11月 12日（火） 

 ※土日祝除く ８：３０～１７：００                 

●申 請 場 所 

  福祉課 高齢者あんしん係（高原町総合保健福祉センターほほえみ館内） 

●注 意 事 項 

 ※対象者が窓口に来られないときは、ご家族等の代理申請も可能です。 

問 福祉課 担当：下村 美樹（したむら みき）☎0984-42-2581 
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肺がんＣＴ集団検診について（ご案内） 
 高原町では、40歳から 74歳の方を対象に肺がんＣＴ集団検診を実施していま

す。11月に今年度第２回目の集団検診を実施します。対象となる方はぜひこの機

会に受診ください。 

なお、国保人間ドックを受診される方は、人間ドックに胸部Ⅹ線検査が含まれ

ているため、肺がん CT検診を受けることはできません。ご了承ください。 

 

検診日 対象者 検診受診料（自己負担額） 

11月 17日（日） 

10：30～11：00 
40歳から 74歳の方 

3,000円 

※できる限りおつりの出ないよう 

ご準備ください 

 

希望される方は、健康課健康推進係（☏0984-42-4820）へお早めにご連絡くだ

さい。すでにご予約いただいている方については再度のご連絡は不要です。 

また、１月 19日（日）にも肺がんＣＴ集団検診を予定しています。 

１年に１回は健(検)診を受診しましょう。 

 

問 健康課 担当：川平光希（かわひらみつき）☎0984-42-4820   
 

農業用廃プラスチック処理費助成について 

農業用ビニール、農業用ポリフィルム処理の負担を軽減し、適正処理促進のた

め、下記集積日に助成を行います。 

 

○処理費用及び助成額：農業用廃ビニール 11円／㎏→７円／㎏ 

                   （助成額４円／㎏） 

           農業用廃ポリフィルム 33円／㎏→26円／㎏ 

                   （助成額７円／㎏） 

○対象収集日：令和６年 11月 6日（水）・20日（水） 

12月 4日（水）・18日（水） 

○集積場所：JA出口集荷場 

〇集積時間：8時 30分～12時 

     ※12月 18日は 8時 30分～12時、13時～16時 

 

御不明な点等ございましたら下記までお問い合わせください。 

問 農畜産振興課 担当：原重 雄大（はらしげ ゆうだい）☎0984-42-5132 
 




























